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第１ モニタリングの基本的な考え方 

１ モニタリングの目的・考え方 

市は、事業者グループが定められた業務を確実に遂行し、要求水準等を達成しているか否かを

確認するため、本計画に基づき、事業の実施状況についてモニタリングを実施する。 

　市は、事業者グループのセルフモニタリング結果に基づき、市のモニタリングを実施する。 

モニタリングの結果、要求水準書及び事業者グループが提案した内容が達成されていない場合

には、市は、事業者グループに対して改善を指示する。事業者グループが、市からの指示に従わ

ない場合は、市からの支払の延期、違約金の徴収、支払額の減額又は契約解除等の措置をとるこ

とがある。 

 

２ モニタリングの水準を確認する書類 

事業者グループは、要求水準書及び事業者グループの提案に基づき、モニタリングの実施時期、

実施内容、実施方法等の具体的な実施方法等をまとめた次に示す資料を作成し、市に提出する。

市は、各資料を確認し、必要に応じて事業者グループと協議を行うとともに、是正を指示する。 

モニタリングは、上記の資料を活用しながら、「３ 実施時期」に示す時期において、「第２ １

各実施時期におけるモニタリング方法」に示す内容を実施することを予定している。ただし、別

途、市がモニタリングを必要とする場合は、市の定める方法又は手段により随時実施できるもの

とする。 

 提出資料 資料の概要 提出時期

 

要求水準等確認 
計画書

要求水準書の項目、内容及び事業者

グループの提案に応じた各業務の業

務水準達成の確認時期、確認者、確認

の方法等を記載したもの。

○ 各業務の着手前

 
要求水準等適合チ

ェックリスト

要求水準書の項目、内容及び事業者

グループの提案に応じた各業務の業

務水準達成を確認してまとめたもの。

○ 各業務の完了後（ただし工事施

工は主要部位の施工完了後）

 

コスト管理計画書

各業務の実施段階に応じたコスト

の発生状況を確認するためのもの。た

だし、計画書の構成や内容の詳細は事

前に市と協議し作成すること。

○ 基本設計着手前、基本設計完了

時、実施設計完了時（整備工事

着工前） 
○ 整備工事途中の毎事業年度末の

3 か月前 
○ 整備工事完了時の 3 か月前
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３ 実施時期 

市は、主に次の時期においてモニタリングを実施する。 

(1) 業務着手時 

(2) 事前調査時 

(3) 設計時 

(4) 旧住宅及び市営竹崎改良住宅(2)棟の解体時 

(5) 工事施工時 

(6) 工事完成及び施設引渡し時 

 

４ モニタリングの費用負担 

　モニタリングの実施のために市に発生する費用は、市の負担とする。その他の費用は事業者グ

ループの負担とする。 

 

 

 



モニタリング基本計画‐3

 

第２ モニタリングの方法 

１ 各実施時期におけるモニタリング方法 

１-１ 業務着手時 

事業者グループは、業務着手前に業務全体に関する業務概要及び業務項目、実施方針、業

務工程、照査計画及び実施体制等を記載した事業計画書を市に提出し、市は、事業スケジュ

ール等に適合していることの確認を行う。 

 

１-２ 事前調査時 

　(ｱ) 事業者グループは、事前調査業務の着手前に、工程表及び業務計画書を市に提出し、事業

スケジュール等に適合していること及び要求水準等を満たしていること等の確認を受けるこ

と。 

　(ｲ) 事業者グループは、打ち合わせ時に必要な資料等を市に提示し、要求水準等を満たしてい

ることの確認を受けること。 

　(ｳ) 市は、事前調査完了時に、事業者グループから提出された調査結果等について、要求水準

等を満たしているか否かの確認を行う。 

　(ｴ) 事業者グループは、事前調査業務が完了した時点で、調査報告書を市に提出し、内容の承認を

受けること。 

　(ｵ) 事業者グループは、調査の状況について、打ち合わせ時や市から要請を受けた際には随時

に報告、説明及び資料の提出を行うこと。 

 

１-３ 設計時 

　(ｱ) 事業者グループは、業務の着手前に、工程表及び業務計画書を市に提出し、事業スケジュ

ール等に適合していること及び要求水準等を満たしていること等の確認を受けること。 

　(ｲ) 市は、業務の着手前に事業者グループが配置した技術者の資格等について、適格かどうか

の確認を行う。 

　(ｳ) 事業者グループは、適宜、市と打ち合わせを行うとともに、打ち合わせ時に必要な資料等

を市に提示し、要求水準等を満たしていることの確認を受けること。 

　(ｴ) 事業者グループは、基本設計及び実施設計の各業務が完了した時点で、設計図書等を市に提

出し、内容の承認を受けること。市は、その内容が要求水準等に適合するか否かを確認する。提

出する設計図書等は、積算や工事施工等に支障のないものとすること。なお、実施設計の着

手は、基本設計の内容の確認を受けた後とし、同様に工事の着手も実施設計の確認を受けた後と

する。 

　(ｵ) 事業者グループは、設計の状況について、打ち合わせ時や市から要請を受けた際には随時

に報告、説明及び資料の提出を行うこと。 

 

１-４ 旧住宅及び市営竹崎改良住宅(2)棟の解体時 

　(ｱ) 事業者グループは、解体工事の着手前に、工程表及び施工計画書を市に提出し、事業スケ
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ジュール等に適合していること及び要求水準等を満たしていること等の確認を受けること。 

　(ｲ) 市は、事業者グループの行う旧住宅及び市営竹崎改良住宅(2)棟の解体工事について、要求

水準等を満たしているか否かの確認を行う。 

　(ｳ) 事業者グループは、解体工事の進捗状況及び施工状況等について市に報告し、市の求めに

応じて説明を行うこと。また、工事の施工状況について、市から要請を受けた際には、随時

報告、説明及び施工記録の提出を行うとともに、工事現場において市の確認を受けること。 

　(ｴ) 市は、解体工事が設計図書に従って行われていることを確認するため、事業者グループの

行う工事施工、工事監理の状況について工事中随時、市の監督職員及び下関市行政組織規則

(平成 17 年規則第 2号)第 23 条に規定する上席検査監又は検査監による確認を行い、必要な

指導及び助言を行う。 

　(ｵ) 市は、工事期間中に行われる定例会議に立ち会うことができるとともに、事前の通知なし

に解体工事に立ち会うことができるものとし、事業者グループは、市の現場確認に立ち会う

など適切に対応すること。 

　(ｶ) 事業者グループは、解体工事が完了した時点で、状況を正確に表した現況図等を含む完了

報告書を市に提出し、事業者グループの立ち会いのもと、市の確認を受けること。 

　(ｷ) 打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、施工検査記録、施工写真等を整理した監理報

告書を作成すること。 

　(ｸ) 工事監理企業は、工事監理業務の完了時に、適切な方法により業務の報告を行うこと。 

 

１-５ 工事施工時 

　(ｱ) 事業者グループは、整備工事の着手前に、実施工程表、工事監理に関する基本的な方針、

総合施工計画書及び工種別施工計画書を市に提出し、事業スケジュール等に適合しているこ

と及び要求水準等を満たしていること等の確認を受けること。 

　(ｲ) 市は、事業者グループの行う整備工事について、要求水準等を満たしているか否かの確認

を行う。 

　(ｳ) 市は、整備工事の着手前に事業者グループが配置した技術者の資格等について、適格かど

うかの確認を行う。 

　(ｴ) 事業者グループは、整備工事の進捗状況及び施工状況等について市に報告し、市の求めに

応じて説明を行うこと。また、工事の施工状況について、市から要請を受けた際には、随時

に報告、説明及び施工記録の提出を行うとともに、工事現場において市の確認を受けること。 

　(ｵ) 市は、更新住宅等が設計図書に従って建設されていることを確認するため、事業者グルー

プの行う工事施工、工事監理の状況について工事中随時、市の監督職員及び下関市行政組織

規則第 23 条に規定する上席検査監又は検査監による確認を行い、必要な指導及び助言を行う。 

　(ｶ) 市は、工事期間中に行われる定例会議に立ち会うことができるとともに、事前の通知なし

に整備工事に立ち会うことができるものとし、事業者グループは、施工に関する検査又は試

験の実施について、事前に市に通知するものとする。また、市はこれらに立ち会うことがで

きるものとする。 
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　(ｷ) 事業者グループは、工事監理の実施状況について、毎月の定期報告を行うとともに、市の

要求に応じて、適切な方法により説明を行うこと。 

　(ｸ) 打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、施工検査記録、状況写真等を整理した監理報

告書を作成すること。特に、基礎、柱及び大ばりの配筋及び断熱材の施工写真を部屋毎に撮

影（配筋は各階毎に全ての符号について撮影）し、監理報告書内において整理すること。 

　(ｹ) 工事監理企業は、工事監理業務の完了時に、適切な方法により業務の報告を行うこと。 

 

１-６ 工事完成及び施設引渡し時 

　(ｱ) 市は、更新住宅等が要求水準等に定められた水準を満たしているか否かの検査を行う。 

　(ｲ) 事業者グループは、完了に伴う検査等を行う場合は、事前に市に通知すること。また、完

了に伴う検査については、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する

こと。市はこれらに立ち会うことができるものとする。 

　(ｳ) 事業者グループは、整備工事が完了した時点で市に整備工事完了を報告した上で、事業者

グループの立ち会いのもと、市の検査を受けること。この際、事業者グループは施工図等、

施工記録を市との協議の上で決定した様式等にて提出すること。 
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２ 要求水準等を満たしていない場合の措置 

　市は、モニタリングの結果、要求水準等を満たしていないと判断した場合には、以下の措置を

行う。 

　(ｱ) 市は、モニタリングの結果、事業者グループが達成すべき要求水準等が満たされていない

と判断した場合には、改善要求を行う。 

　(ｲ) 事業者グループは、改善要求を受けたときは迅速に改善計画を立案し、市と協議した上で

改善を行う。 

　(ｳ) 市は、改善要求によっても改善が見込まれないときは再度改善要求を行い、これによって

も改善が見込まれない場合又は要求水準等の達成が不可能と判断される場合は、事業契約に

定める事項に基づいて、市から、業務に係る費用の支払延期、違約金の徴収、業務に係る費

用の支払額の減額又は契約解除等の措置をとることができる。 

 

３ モニタリング体制 

　事業者グループは、自らが品質管理を行うためセルフモニタリングを実施し、市は、事業者グ

ループが実施したセルフモニタリングの結果を踏まえ、監修・補完するモニタリングを実施する。 

 

３-１ 事業者グループが行うモニタリング 

　(ｱ) 事業者グループは、自らが実施している業務が、要求水準等を満たしているかどうか、適

切な業務遂行がなされているかどうかについて、セルフモニタリングを行い、市へ報告を行

う。 

　(ｲ) 事業者グループは、業務遂行状況を市へ報告する定例会議を 2週間に 1回開催する。 

　(ｳ) 事業契約締結後、事業者グループは、次に示す内容を満たすセルフモニタリングの具体的

な実施方法を書面にて市に提出し、市の承認を得た上で実施すること。 

・業務の各段階に応じたセルフモニタリングの実施時期 

・セルフモニタリングの内容 

・セルフモニタリングの実施体制 

・セルフモニタリングの手続 
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３-２ 市が行うモニタリング 

　(ｱ) モニタリングについての最終責任は管理者である市にある。そのため、市として、提供さ

れているサービスが必要な要求水準等を満たしているか、適正な業務遂行がなされているか

等についてモニタリングを行う。 

　(ｲ) 事業者グループが開催する定例会議での業務報告及び事業者グループからの各種提出書類

等を基にモニタリングを行うとともに、必要に応じて市自らが業務の遂行状況等について確

認を行う。 

　(ｳ) 市は、定例会議の他に事業者グループに対して必要に応じて業務報告のための会議の開催

を求めることができる。また、市は定例会議に立ち会うことができるものとする。 

　(ｴ) 市は、次の方法にてモニタリングを実施する。 

・事業者グループが開催する定例及び随時会議における業務報告による確認 

・事業者グループが事業の各段階で提出する書類による確認 

・定期（随時）の現場立会による業務遂行状況等の確認 



 

別紙　モニタリングから事業改善に至る流れ 
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事業継続

Yes

No 
（改善要求 1 回目）

No 
（改善要求 2 回目） 

または 
要求水準等の達成が 

不可能

特定事業契約に 

定める措置の実施 

l 支払の延期 

l 違約金の徴収 

l 支払額の減額 

l 契約解除　　 

等

事業改善等の流れ


